
住み慣れた

日野日野 でもまででいつでででいつまでも日野でいつまでも
ちま

日
野
町
高
齢
者
福
祉
計
画

介
護
保
険
事
業
計
画︵
第
6
期
︶

を
策
定
し
ま
し
た

︻
計
画
の
主
な
取
り
組
み
︼

◯
地
域
支
援
事
業
の
展
開

　

要
支
援
１
・
２
の
方
の
訪
問
介
護
と
通
所
介
護
が
、
予
防

給
付
か
ら
町
が
取
り
組
む
地
域
支
援
事
業
に
移
行
し
ま
す
。

平
成
29
年
4
月
か
ら
の
移
行
に
む
け
、
専
門
的
な
介
護
サ
ー

ビ
ス
を
提
供
さ
れ
る
事
業
者
の
指
定
や
、
健
康
な
高
齢
者
を

含
む
地
域
団
体
が
主
体
と
な
っ
た
新
し
い
サ
ー
ビ
ス
が
提
供

で
き
る
よ
う
検
討
し
ま
す
。

○
地
域
ケ
ア
会
議
の
開
催

　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築
を
め
ざ
し
、
地
域
課
題

の
解
決
に
向
け
た
多
職
種
連
携
、
資
源
開
発
や
地
域
づ
く
り

を
め
ざ
す
た
め
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を
中
心
に
地
域

ケ
ア
会
議
を
活
用
し
ま
す
。

○
認
知
症
施
策
の
推
進

　

認
知
症
に
な
っ
て
も
、
本
人
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
、
本
人

の
状
態
に
応
じ
た
適
切
な
支
援
に
よ
り
、
で
き
る
限
り
住
み

慣
れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
医

療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
適
切
な
提
供
、
地
域
の
見
守
り
等
も

含
め
た
切
れ
目
の
な
い
支
援
体
制
の
構
築
を
め
ざ
し
ま
す
。

○
認
知
症
初
期
集
中
支
援
チ
ー
ム
の
設
置

　

認
知
症
の
早
期
診
断
、
早
期
対
応
の
た
め
、
認
知
症
初
期

集
中
支
援
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
早
期
に
継
続
的
、
包
括
的
な

支
援
を
行
い
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
に
つ
な
げ
ま
す
。

○
認
知
症
ケ
ア
パ
ス
の
作
成
・
普
及

　

認
知
症
の
状
態
に
応
じ
て
受
け
ら
れ
る
サ
ー
ビ
ス
や
相
談

機
関
な
ど
、
適
切
な
ケ
ア
の
流
れ
を
明
ら
か
に
し
た
認
知
症

ケ
ア
パ
ス
（
冊
子
）
を
作
成
し
、
普
及
を
図
り
ま
す
。

　

他
に
も
、
○
徘
徊
高
齢
者
の
保
護
○
在
宅
医
療
と
介
護
の

連
携
強
化
○
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
町
の
高
齢
化
率
は
、
平
成
26
年
10
月
1
日
現
在
で
27
・
1
%
、
平

成
37
年
に
は
30
・
5
%
に
な
る
と
予
測
さ
れ
ま
す
。
町
で
は
、
中

長
期
的
な
視
点
を
持
っ
て
、
超
高
齢
化
社
会
に
対
応
で
き
る
よ
う
、

高
齢
者
施
策
や
介
護
保
険
事
業
の
方
針
を
定
め
た
高
齢
者
福
祉
計

画
・
介
護
保
険
事
業
計
画
（
第
6
期
（
平
成
27
年
度
か
ら
平
成
29
年

度
ま
で
））
を
策
定
し
ま
し
た
。

住
民
説
明
会
を
実
施
し
ま
し
た

　

今
回
の
事
業
計
画
の
策
定
に

あ
わ
せ
て
、
2
月
に
、
各
地
区

公
民
館
で
、
計
8
回
の
住
民
説

明
会
を
実
施
し
ま
し
た
。
説
明

会
に
は
、
高
齢
者
や
、
現
在
、

家
族
を
介
護
さ
れ
て
い
る
人
な

ど
が
参
加
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

ま
た
、
同
時
期
に
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
も
行
い
ま
し
た
。

　

町
で
は
、
皆
さ
ま
か
ら
寄
せ

ら
れ
た
意
見
を
参
考
に
、
今
後

の
施
策
に
活
か
し
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
な
お
、
策
定
し
た

事
業
計
画
は
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
掲
載
す
る
予
定
で
す
。
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住み慣れた

日野日野 でもまででいつでででいつまでも日野でいつまでも
ちま

介
護
保
険
制
度
の

 

主
な
改
正
点

利用者負担段階区分 上限額
（世帯合計）

◯現役並み所得者（新設） 44,000円

◯一般 37,200円

◯住民税世帯非課税 24,600円

・合計所得金額および課税年金収
入額の合計が80万円以下の人

・老齢福祉年金の受給者

15,000円
（個人）

◯生活保護の受給者
◯利用者負担を15,000円にすることで、

生活保護の受給者にならない場合

15,000円
（個人）

※現役並み所得者（同一世帯に課税所得145万円以上の人がいて、年収が
単身383万円以上、夫婦520万円以上）

所　得
（基礎控除後の総所得金額）

70歳未満の人

平成26年8月～
平成27年7月 平成27年8月～

901万円超 176万円 212万円

600万円超901万円以下 135万円 141万円

210万円超600万円以下 67万円 67万円

210万円以下 63万円 60万円

住民税非課税世帯 34万円 34万円

◆
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
が
変
わ

り
ま
す

　

介
護
報
酬
が
見
直
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
利
用

者
が
支
払
う
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
料
が
変

わ
り
ま
す
。
改
定
額
は
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
よ
り

異
な
り
ま
す
。

◆
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
入
所
基
準
が

変
更
さ
れ
ま
す

　

す
で
に
入
所
さ
れ
て
い
る
人
を
除
き
、
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
入
所
が
、
原
則
、
要
介
護
３

以
上
の
人
に
限
定
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
や
む
を

得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
要
介
護
１
・
２
の

人
も
入
所
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◆
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
人
の
利
用
者

負
担
が
２
割
に
な
り
ま
す

　

一
定
以
上
の
所
得
（
本
人
の
合
計
所
得
が
１
６
０

万
円
以
上
で
、
同
一
世
帯
の
65
歳
以
上
の
人
の
年

金
収
入
＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
が
単
身
２
８

０
万
円
以
上
、
ま
た
、
２
人
以
上
世
帯
３
４
６
万

円
以
上
）
が
あ
る
人
は
、
利
用
者
負
担
が
１
割
か
ら

２
割
に
な
り
ま
す
。

◆
介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
発
行
し
ま
す

　

要
支
援
、
要
介
護
認
定
を
受
け
た
人
に
対
し
て
、

利
用
者
の
負
担
割
合
（
１
割
な
い
し
２
割
）
を
記
載

し
た
「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」
が
発
行
さ
れ
ま

す
（
発
行
時
期
は
、
夏
ご
ろ
に
な
り
ま
す
）。
こ
れ

に
よ
り
、
ご
本
人
の
負
担
割
合
を
ご
確
認
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◆
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
一
部
の
上
限

額
が
新
設
さ
れ
ま
す

　

同
月
内
に
利
用
し
た
介
護
保
険
の
利
用
者
負
担

額
が
高
額
に
な
っ
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
高
額
サ

ー
ビ
ス
費
の
利
用
者
負
担
段
階
区
分
に
「
現
役
並

み
所
得
者
」
が
新
設
さ
れ
ま
す
。

◆
70
歳
未
満
の
人
の
高
額
医
療
・
高
額
介

護
合
算
制
度
の
限
度
額
が
変
わ
り
ま
す

　

年
間
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
と
医
療
費
の
自
己
負

担
額
が
限
度
額
を
超
え
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る
制

度
の
限
度
額
が
変
更
さ
れ
ま
す
。

◆
施
設
利
用
者
で
所
得
の
低
い
人
が
受
け

る
居
住
費
・
食
費
の
補
足
給
付
の
制
度

が
変
わ
り
ま
す

　

施
設
利
用
者
で
所
得
の
低
い
人
が
受
け
る
居
住

費
・
食
費
へ
の
補
足
給
付
に
つ
い
て
、
世
帯
分
離
を

し
た
場
合
で
も
、
配
偶
者
に
住
民
税
が
課
税
さ
れ

て
い
る
場
合
や
、
預
貯
金
等
が
単
身
で
１,
０
０
０

万
円
、
夫
婦
で
２,
０
０
０
万
円
を
越
え
る
場
合
は
、

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

4月
から

8月
から

8月
から

8月
から
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※26年度は見込み額、27年度以降は推計

1,700
（人）

H22 H37 （年度）H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H32

1,500

1,300

1,100

900
812

846

932
989

1,028
1,063

1,131

1,207

1,330

1,414

介護給付費
要介護認定者数

21億円
（万円）

15億円

17億円

19億円

13億円

0 0

13億3,372万

14億378万
14億6,741万

16億1,360万

16億7,647万
16億7,302万

16億9,915万
17億8,628万

19億8,473万
21億2,579万

要介護認定者数と介護給付費の推移

︱
地
域
の
支
え
合
い
を
、

 

あ
な
た
の
す
ぐ
そ
ば
に
︱

●
お
た
っ
し
ゃ
教
室

　

お
た
っ
し
ゃ
教
室
は
、
地
域
の
仲
間

で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
転
倒
予
防
に
効

果
の
あ
る
体
操
の
教
室
で
す
。

　

教
室
で
は
、
み
ん
な
で
楽
し
く
、
笑

い
な
が
ら
無
理
な
く
運
動
に
取
り
組
ん

で
お
ら
れ
ま
す
。
教
室
に
参
加
し
て
い

た
だ
け
れ
ば
、
筋
力
の
ア
ッ
プ
だ
け
で

な
く
、
体
力
の
維
持
、
向
上
に
つ
な
が

り
ま
す
の
で
元
気
に
な
り
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
体
操
だ
け
で
な
く
、
栄
養
や
お

口
の
健
康
の
講
話
も
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

地
域
の
元
気
の
た
め
に
、
あ
な
た
の

地
区
や
仲
間
で
取
り
組
み
、
健
康
寿
命

を
伸
ば
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

◆
65
歳
以
上
の
方
の
負
担
率
の
変
更

　

介
護
保
険
の
財
源
の
半
分
は
、
被
保
険
者
の

方
の
保
険
料
で
、
残
り
の
半
分
は
、
国
・
県
・

町
か
ら
の
公
費
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
27
年
度
か
ら
平
成
29
年
度
ま
で
は
、
こ

れ
ま
で
21
％
で
あ
っ
た
65
歳
以
上
の
方
の
保
険

料
の
負
担
割
合
が
22
％
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
に

よ
り
、
65
歳
以
上
の
方
の
負
担
が
増
え
る
一
方

で
、
40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
若
い
世
代
の
負
担

が
29
％
か
ら
28
％
に
減
り
ま
す
。

◆
介
護
を
必
要
と
す
る
方
、
給
付
費
が

増
え
て
い
ま
す

　

グ
ラ
フ
の
と
お
り
平
成
22
年
度
は
８
１
２
人

で
あ
っ
た
要
介
護
認
定
者
数
は
、
平
成
26
年
度

は
１,
０
２
８
人
に
増
加
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

平
成
22
年
度
に
は
、
年
間
約
13
億
3
千
万
円
で

あ
っ
た
介
護
給
付
費
が
平
成
26
年
度
は
約
16
億

8
千
万
円
と
、
約
1
.
2
6
倍
に
な
っ
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
平
成
26
年
度
は
、
毎
月
約
1

億
4
千
万
円
が
介
護
給
付
費
と
し
て
支
払
わ
れ

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
後
、
団
塊
の
世
代
が

高
齢
期
を
迎
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
介
護
保
険

の
運
営
に
必
要
な
費
用
も
徐
々
に
増
加
す
る
こ

と
が
見
込
ま
れ
ま
す

◆
そ
の
他
の
状
況

◆
現
在
の
施
設
の
利
用
状
況
や
、
入
所
希
望

者
の
状
況
を
踏
ま
え
て
、
介
護
保
険
で
利
用

で
き
る
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
）
の

増
床
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
が
図
れ
ま
す
が
、

そ
の
費
用
は
、
介
護
給
付
費
か
ら
賄
わ
れ
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

◆
滋
賀
県
財
政
安
定
化
基
金
へ
の
償
還
金

（
１,
５
０
０
万
円
）
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　

伸
び
続
け
る
介
護
給
付
に
対
応
す
る
た

め
、
給
付
の
財
源
と
し
て
平
成
26
年
度
に
滋

賀
県
か
ら
借
り
入
れ
た
資
金
を
返
済
す
る
た

め
の
償
還
金
で
す
。
こ
の
償
還
金
は
、
平
成

27
年
度
か
ら
3
年
か
け
て
償
還
し
ま
す
。

　

な
お
、
介
護
報
酬
全
体
で
は
2
・
27
％
の

減
額
改
定
が
さ
れ
ま
す
の
で
、
そ
の
分
は
、

介
護
給
付
費
の
減
額
要
因
と
し
て
介
護
保
険

料
に
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
に

介
護
給
付
費
が
伸
び
て
い
ま
す
。

介護保険の財源（利用者負担分は除く）

国
25.0％

県
12.5％

町
12.5％

65 歳以上の
人の保険料

40～64歳の
人の保険料

29％が 28％へ

21％が 22％へ
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所
得
段
階
別
に
額
を
決
定
し
て
い
ま
す
。
今
回

の
介
護
保
険
料
の
改
定
と
あ
わ
せ
て
、
所
得
段

階
に
新
た
に
第
10
段
階
を
設
け
る
こ
と
で
、
保

険
料
負
担
の
公
平
性
の
確
保
と
、
低
所
得
者
の

人
へ
の
配
慮
を
し
て
い
ま
す
。

◆
保
険
料
が
10
段
階
に
な
り
ま
す

　

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
の
新
し
い
基

準
額
は
年
額
6
万
4
千
2
0
0
円
（
こ
れ
ま
で

は
、年
額
5
万
4
千
0
0
0
円
）
と
な
り
ま
す
。

介
護
保
険
料
は
、
各
個
人
の
収
入
に
応
じ
て
、

これまでの保険料
基準月額4,500円

所得段階 年間保険料額

第1段階 27,000円

第2段階 27,000円

第3段階1 37,800円

第3段階2 40,500円

第4段階1 47,520円

第4段階2 54,000円

第5段階 61,020円

第6段階 67,500円

第7段階 81,000円

第8段階 86,400円

平成27年度から平成29年度までの保険料
基準月額5,350円

新

※原稿作成時（3月）の情報であり、変更される
　可能性があります。

●
認
知
症
予
防
（
ス
リ
ー
A
）

　

リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座

　

地
域
の
中
で
、
認
知
症
予
防
に
取
り

組
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
、
ス
リ
ー

A
の
リ
ー
ダ
ー
養
成
講
座
を
開
催
し

ま
す
。
ス
リ
ー
A
と
は
、「
あ
か
る
く
、

あ
た
ま
を
使
っ
て
、
あ
き
ら
め
な
い
」

の
頭
文
字
A
を
と
っ
て
名
づ
け
ら
れ

た
認
知
症
予
防
教
室
で
、「
笑
い
」
の

要
素
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
誰
も
が
楽

し
く
認
知
症
予
防
に
取
り
組
め
る
ゲ
ー

ム
で
す
。

　

養
成
講
座
を
受
講
さ
れ
ま
す
と
、
リ

ー
ダ
ー
と
し
て
、
地
域
の
中
で
ス
リ

ー
A
を
広
め
る
知
識
が
得
ら
れ
ま
す
。

開
催
日
程
は
、
後
日
広
報
等
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

み
ん
な
で
楽
し
く
認
知
症
予
防
に
取
り

組
み
ま
し
ょ
う
。

　

他
に
も
、
地
区
公
民
館
ご
と
に
開
催

さ
れ
る
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
事
業
、
地
域
へ

出
向
き
認
知
症
や
介
護
予
防
に
つ
い
て

お
話
を
す
る
出
前
講
座
、
お
た
っ
し
ゃ

教
室
の
運
営
を
支
援
す
る
方
を
養
成
す

る
お
た
っ
し
ゃ
教
室
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成

講
座
な
ど
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
住
み

慣
れ
た
こ
の
ま
ち
で
、
い
つ
ま
で
も
暮

ら
せ
る
よ
う
に
、
と
も
に
歩
ん
で
い
き

ま
し
ょ
う
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

介
護
支
援
課　

介
護
支
援
担
当

　

☎
�
６
５
０
１

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
�
６
０
０
１

所得段階 区　　　分 負担率 年　額

第1段階
生活保護の受給者、福祉年金受給者で、
世帯全員が町民税非課税の方、課税年金
収入額と合計所得金額が80万円以下の人

0.50
（うち公費
負担0.05）

32,100円

第2段階
世帯全員が町民税非課税で、課税年金収
入額と合計所得金額が80万円を超え120
万円以下の人

0.70 44,940円

第3段階 世帯全員が町民税非課税で、課税年金収入
額と合計所得金額が120万円を超える人 0.75 48,150円

第4段階
町民税課税世帯で、本人の町民税が非課
税で課税年金収入額と合計所得金額が80
万円以下の人

0.88 56,496円

第5段階
町民税課税世帯で、本人の町民税が非課
税で課税年金収入額と合計所得金額が80
万円を超える人

1.00 64,200円

第6段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が
120万円未満の人 1.13 72,546円

第7段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が
120万円以上190万円未満の人 1.25 80,250円

第8段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が
190万円以上290万円未満の人 1.50 96,300円

第9段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が
290万円以上400万円未満の人 1.60 102,720円

第10段階 本人が町民税課税で、合計所得金額が
400万円以上の人 1.70 109,140円

所得が低い人への
� 保険料軽減について
①平成27年4月から、住民税非課税世帯のうち、特に所得

の低い人（65歳以上の約２割）への軽減を実施します。
②平成29年４月の消費税の10%引き上げ時には、住民税

非課税世帯全体（65歳以上の約3割）を対象として完全
実施します。

（平成29年4月〜）
所得段階 保険料基準に対する割合
第１段階 現行　0.45 → 0.30
第２段階 現行　0.70 → 0.50
第３段階 現行　0.75 → 0.70

（平成27年4月〜）
所得段階 保険料基準に対する割合
第１段階 現行　0.50 → 0.45
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